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教育指導担当 

 

切れ目ない相談支援体制の強化に向けたコンソーシアムの設立について 

 

 

 

 

 

 

１ 背景 

令和４年度、特別な支援を要する児童・生徒が社会で豊かに生きるために必要な教育

や支援に関するアドバイスやコーディネートを行う「特別支援教育コンシェルジュ」を

教育センターに配置しました。 

現在、関係機関がそれぞれ対応しているケースについて、担当者レベルで個別に情報

共有をしていますが、関係機関で情報共有できる会議体がありません。また、各機関は

他の機関の支援内容を具体的に把握しきれていないため、それぞれの機関がどのような

支援を行っているのか理解し、切れ目ない相談体制を強化することが求められています。 

昨年度末には、コンソーシアムの設立に先立ち、関係機関の代表者で構成する「港区

特別支援教育連絡協議会準備会」を開催し、今後の取組の方向性や課題等について共有

しました。 

 

２ 内容 

  切れ目ない支援の充実に向けて、保育園・幼稚園入園から高校卒業までの切れ目ない相談

支援体制を強化するため、関係機関から成るコンソーシアムを設立します。 

   コンソーシアムは、関係機関の代表者で構成する「港区特別支援教育連絡協議会」と担当

者で構成する「港区特別支援教育担当者連絡会」の２つの会議体から成ります。「港区特別支

援教育連絡協議会」では、切れ目ない支援に関する取組の方向性の共有や確認、課題の共有

等を行い、「港区特別支援教育担当者連絡会」では、「港区特別支援教育連絡協議会」で共有、

確認した事項について具体化を行います。 

※別紙「すべての人が豊かに生きる社会の実現に向けて」参照 

 

３ 今後の予定 

令和５年５月１７日 港区特別支援教育連絡協議会 

令和５年度中に、「港区特別支援教育担当者連絡会」を４回程度開催予定 

 

 

 

令和５年５月８日 

教育委員会報告資料 No.２ 

報告内容 

切れ目ない支援の充実に向けて、保育園・幼稚園入園から高校卒業までの切れ目ない

相談支援体制を強化するため、関係機関から成るコンソーシアムを設立します。 
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港区特別支援教育連絡協議会構成員 

会長 教育委員会事務局学校教育部長 

副会長 教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長 

委員 保健福祉支援部障害者福祉課長 

〃 子ども家庭支援部子ども家庭支援センター所長 

〃 児童相談所指導相談課長 

〃 港区立児童発達支援センター 

〃 医師 

〃 特別支援学級設置校校長 

〃 都立特別支援学校校長 

〃 特別支援コンシェルジュ 

 



 

特別支援教育担当者連絡会① 

場所：区立特別支援学級設置校 

・特別支援教育連絡協議会の報告 

・切れ目ない支援に向けた情報の集約・整理 

・担当者連絡会（組織、スケジュール等）について 

・特別支援学級について 

・各機関からの情報共有、意見交換等 

切れ目ない相談支援体制の強化に向けた特別支援コンシェルジュの取組 

特別支援教育連絡協議会（令和５年５月１７日） 

 場所：教育センター 

・特別支援教育連絡協議会等について 

（組織、年間スケジュール等） 

・令和５年度切れ目ない支援の方向性について 

・各機関の取組について 

・各機関からの情報提供、意見交換等 

特別支援教育担当者連絡会② 

 場所：区立小・中学校 

・切れ目ない支援に向けた取組の検討 

・特別支援教室について 

・各機関からの情報共有、意見交換等 

特別支援教育担当者連絡会③ 

 場所：児童発達支援センター 

・切れ目ない支援に向けた取組の整理・計画 

・児童発達支援センターについて 

・各機関からの情報共有、意見交換等 

特別支援教育担当者連絡会➃ 

 場所：教育センター 

・切れ目ない支援に向けた取組の実施 

・次年度に向けた課題の確認、協議 

・各機関からの情報共有、意見交換等 

特別支援教育連絡協議会準備会 

（令和５年３月２９日） 

 場所：教育センター 

・特別支援教育連絡協議会等について 

（組織、年間スケジュール等） 

・切れ目ない支援に向けた課題について 

・各機関の取組について 

・各機関からの情報提供、意見交換等 

○Ａ 特別支援教育 

連絡協議会 

○Ｂ 特別支援教育 

担当者連絡会 

○Ａ  港区特別支援教育連絡協議会（年１回開催） 

関係機関代表者による連絡協議会：切れ目ない支援に関する取組の方向性の共有や

確認、課題の共有等を行います 

教育関係機関 
・学校教育部長 

・教育指導担当課長 

・特別支援学級設置校長会長 

・青山特別支援学校長 

・特別支援コンシェルジュ 

★東京大学先端科学技術研究所 

○Ｂ  港区特別支援教育担当者連絡会（年４回開催） 

関係機関の担当者による連絡会：特別支援教育連絡協議会で共有、 

確認した事項について、具体化を行います。 

教育関係機関 
・特別支援教育担当 

・指導主事 

・特別支援コンシェルジュ 

★就学相談員 

★学校、青山特別支援学校  

★区立幼稚園、私立幼稚園 等 

障害福祉関係機関 
・障害者福祉課長 

・児童発達支援センターぱお 

子育て関係機関 
・児童相談課長 

・子ども家庭支援センター所長 

医療機関 
・医師 

障害福祉関係機関 
・障害者福祉課担当者 

・児童発達支援センターぱお 

子育て関係機関 
・児童相談所担当者 

・子ども家庭支援センター担当者 

★保育園担当者 
★は必要に応じて参集を予定 

切れ目ない支援の充実 

・令和４年度から特別な支援を要する児童・生徒が社会で豊かに生きるために必要な教育や支援に関するアドバイスやコーディネートを行う「特別支援コンシェルジュ」を教育センターに配置しました。 

・国の提唱する切れ目ない支援の充実に向け、区では、保育園・幼稚園入園から高校卒業までの切れ目ない相談支援体制を強化するため、関係機関から成るコンソーシアムを設立します。 

すべての人が豊かに生きる社会の実現に向けて 
～保育園・幼稚園入園から高校卒業までの一貫した切れ目のない相談支援体制の強化に向けたコンソーシアムの設立～ 

つかむ 

・学習支援員・特別支援教室判定委員会、通級判定委員会、就学支援委員会

に参加し、必要に応じて助言をします。 

・幼稚園・保育園や小中学校を訪問し、特別な支援を要する幼児・児童・生徒

の現状や支援状況について情報を共有した上で、有効な支援方法などについ

て協議します。 

つなぐ 

・個別のケースに応じ、障害者福祉課、療育機関、医療機関等関係機関と連携

し、課題の共有や支援内容、支援の方向性などについて協議します。（特別

支援連絡協議会や担当者会、ケース会議等の開催） 

・特別支援学校に通う子どもたちが地域指定校において、学校行事等の参加

や共同学習などの直接的な交流を行う副籍制度の充実を図ります。 

・就学相談を受けて就学した保護者や児童・生徒と就学相談を検討している

保護者や幼児等が関わることができるコミュニティをつくります。 

のばす 

・東大先端研やみなと科学館と連携し、学びの多様性プロジェクトを推進し、

子どもたちの持てる力を最大限に引き出します。 

・企業、地域、各種教育機関等と連携した小中学校特別支援学級におけるキャ

リア教育を推進します。 

３月                  ５月                          ７月                  １１月                 令和６年２月     ５月 

医療機関 
★医師 

今後のスケジュール予定 

切れ目ない相談支援体制の強化に向けたコンソーシアムの設立 

背景 

特別支援教育連絡協議会 

 場所：教育センター 

・特別支援教育担当者連絡会の報告 

・令和６年度切れ目ない支援等の方向性について 

・各機関の取組について 

・各機関からの情報提供、意見交換等 

各関係機関からの個別ケース等の報告 

令 和 ５ 年 ５ 月 ８ 日 
港 区 教 育 委 員 会 事 務 局 
学 校 教 育 部 教 育 指 導 担 当 

切れ目ない支

援の方向性等

を共有、確認 

○Ａ で確認した

事項について 

具体化 
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３月                  ５月                          ７月                  １１月                 令和６年２月     ５月 

別紙 


